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この 講義の 狙い

• 現代の デジタル 情報通信技術を背景にして、劇的な
転換点に 差し掛か っ ているメディア・コンテンツ諸産業
や関連する情報産業の 現状と問題点をより深く理解し、
そ れにまつ わる著作権制度の あり方に批判的な検討
を加えることにより、著作権制度やこれらの 産業の 将
来に 対する分析の 視座を提供

• 著作権法の 成り立ちや考え方、国際的なル ール 形成
の 力学、デジタル 情報通信技術の 普及によっ て生じて
いる問題点などを概観

• 経済学的な視点か ら著作権制度に 分析を加え、伝統
的な独占によるアプローチと近年の オ ープン化の アプ
ローチを検討

• 各界の 第一線で活躍する実務家、有識者などを招い
て、各分野に おける課題や今後の 方向性に つ いて議
論し、理解を深め る。



シラバ ス最新版

• 第1 週 著作権入門I
• 第2 週 著作権入門II
• 第3 週 著作権入門III
• 第4週 オ ープンライセンスの 効用（Wikipedia）、標準化・互換性
• 第5 週 クリ エイティブ・コモンズの 基本と活用例
• 第6 週著作権制度と経済分析 （慶應 田中辰夫氏）*
• 第7 週 オ ープンソースソフトウ ェアと集合知 （Mozilla 瀧田佐登

子氏）*
• 第8 週 動画ビジネスとオープンライセンス （ニ ワ ンゴ 木野瀬友

人氏）*
• 第9 週 音楽業界の 変化と展望 （宇佐美友章氏、原雅明氏）*
• 第10 週 ジャーナリ ズムの 行方 （浜村寿紀氏）*
• 第11 週 出版業界の 行方 （調整中）*
• 第12 週 科学分野におけるオ ープンコンテンツ （大久保公策氏、

中尾光輝氏）*
• 第13 週 Web とオ ープン性と集合知 （大向一輝氏）*
• 第14 週 まとめ



講師紹介
渡辺智暁（わたなべ ともあき）

• 国際大学GLOCOM（グ ローバル ・コミュニケーション・
センター） 主任研究員・講師

※インターネッ トの 社会的側面、ITと社会を扱う研究所

• 専門は情報通信政策（特に 米国の 政策）、情報社会
論

• ウ ィキペディア日本語版で管理者ボランティアの 経験

• 最近の 興味は、メディア産業の 再編、NTT再編、オ ー
プンガバメントなど

• NPO法人 クリエイティブ・コモンズ・ジャパ ン理事



講師紹介
野口祐子（の ぐ ちゆうこ）

• 森・濱田松本法律事務所 パ ー トナー
– 知的財産権（著作権・特許権・商標権・IT関連法・国際

紛争解決などが 専門）
国立情報学研究所 客員准教授

• 2001年か ら2005年まで米国で著作権法制度・著作権
政策等を研究

• 最近の 興味は、フェア・ユース導入論、科学情報の 共
有と独占の バランスとイノベーション

• NPO法人 クリエイティブ・コモンズ・ジャパ ン乗務理
事



採点方法

• 毎回の 授業の 感想（短くても可。内容は何で
もOKです。そ の 後の 授業に フィー ドバ ッ クす

るため 。）

• 最後の 授業までに グ ル ープワ ークで

– グ ル ープ発表 または レポート

– テーマは3回目終了ころに 発表

– 発表希望者に は、グ ル ープ分けは暫定的に こち
らで行っ て発表します。メンバー交代は自由。必
ず報告してください。

– 次回までに各自、講師宛に メール の こと



Any Question?



ここか ら、著作権の 話ここか ら、著作権の 話



これか ら3回の 著作権講義

• シラバスではこん な感じでご紹介してました。

• 第1 週 著作権入門I 制度の 目的と設計、権

利の 種類、対象、創作性

• 第2 週 著作権入門II 権利の 制限（日米比較）、

ライセンス、権利の 集中管理

• 第3 週 著作権入門III 情報通信技術の 変化

と著作権の 軋轢、近年の 著作権改正論議



…しか し、無機質に 講義し

ても面白くないの で、



実際にはこんな感じで進め ます。

• 著作権の （日本に おける）現状

– 仕組みの 理解

– 問題点の 理解

• なぜ、現状を招いたの か ？

– 歴史の 理解

– 現在の 膨張する著作権の 勢力図の 理解

• 解決策はあるの か ？

– ライセンス、集中管理、

– 法律改正 など



著作権の 基本的な仕組み著作権の 基本的な仕組み



保護される対象は？

• 「著作物」とは「思想又は感情を創作的に 表
現したもの であっ て、文芸、学術、美術又は
音楽の 範囲に 属するもの をいう。」（著作権法
2条1項1号）

• 事実・アイディアは保護しない

– 真実は皆の 共有財産だか ら

– もしも独占されると社会が 混乱する

– たとえば、「吾輩は猫である」は著作物か ？



保護されない実例

• ヤ ギ・ボー ル ド事件（東
京高裁昭和５８年４月２
６日無体集15巻1号340
頁）

• “ヤ ギ・ボール ド”等の デ

ザ イン書体が 書体見本
集に 無断掲載された



• デザ イン書体は 、一般に 、専ら美の 表現の み
を目的とする純粋美術の 作品とはいえず、ま
た、通常美術鑑賞の 対象とされるもの でもな
い。すなわち、文字は、元 来、情報伝達の た
め の 実用的記号(の 一種)であるところ、デ ザ

イン書体は 、か か る事実を前提に 情報伝達と
いう実用的機能をに ない、か つ 、当該機能を
果すた め に 使用される記号としての 文字に 、

美的形象を付与すべ くデ ザ インしたもの であ
つ て、そ の こと自体か ら、実用に 供されること
を目的とするもの ということが できる。

• したが っ て著作物性を有しない



論文の アイディア

• 数学論文野川グ ル ープ事件控訴審（大阪高
判平成6年2月25日判時1500号180頁）

• X（原告）とY（被告）は、脳波の 実験的及び理
論的解析に 関し共同研究。そ の 後Yが 、昭和
55年、同58年に 単独名義等で第一論文、第

二論文を学術雑誌に 発表

• Xは、前記研究論文や学会発表論文の 著作
権をYとの 間で共有している、との 前提に 立っ
て、第一論文、第二論文はXの これらの 権利

を侵害すると主張



• 数学に 関する著作物の 著作権者は、そ こで提示し
た命題の 解明過程及びこれを説明するため に 使用
した方程式に つ いては、著作権法上の 保護を受け
ることが できない…。一般に 、科学に つ いての 出版

の 目的は、そ れに含まれる実用的知見を一般に 伝
達し、他の 学者等をして、これを更に 展開する機会
を与えるところにあるが 、この 展開が 著作権侵害と
なるとすれば、右の 目的は達せられないことになり、
科学に 属する学問分野である数学に関しても、そ の
著作物に 表現された、方程式の 展開を含む 命題の
解明過程などを前提に して、更に そ れを発展させる
ことが できないことになる。この ような解明過程は、
そ の 著作物の 思想（アイデア）そ の もの （であり）著
作権法上の 著作物に 該当しない…。



論文の アイディア（２）

• 発光ダ イオ ード論文事件（大阪地判昭和54
年9月25日判タ397号152頁）

• 自然科学上の 法則やそ の 発見及び右法則を利用し
た技術的思想の 創作である発明等は、万人にとっ
て共通した真理であっ て、何人に対してもそ の 自由
な利用が 許さるべ きであるか ら、著作権法に 定め る
著作者人格権、著作財産権の 保護の 対象に はなり
得ない。



ありふ れた表現
• ラストメッ セージin最終号事件（東京地判平成7年12

月18日判時1567号126頁）

• Y（被告）は、X（原告）らが 発行していた各種雑誌の

最終号の 表紙や、休廃刊に 際し編集部等か ら読者
宛に 書か れた文章等（本件記事）を複製し、これらを
休廃刊の 年毎に まとめ 、写真製版の 方法に より印
刷した『ラストメッ セージ in 最終号』との 書籍を発行

した。

• これに 対し、Xらは、同書籍において文章（本件記
事）を複製した行為はXらの 著作権を侵害するもの

であるとして、同書籍の 差止め 及び損害賠償を求め
た。



• ある著作が 著作物と認め られるため に は、そ
れが 思想又は感情を創作的に 表現したもの
であることが 必要であり（著作権法二条一項
一号）、誰が 著作しても同様の 表現となるよう
なありふ れた表現の もの は 、創作性を欠き著
作物とは認め られない。



• 当該雑誌は今号限りで休刊又は 廃刊となる
旨の 告知、読者等に 対する感謝の 念あるい
はお詫びの 表明、休刊又は 廃刊となるの は
残念である旨の 感情の 表明が 本件記事の 内
容となることは常識上当然であり、また、当該
雑誌の これまでの 編集方針の 骨子、休廃刊
後の 再発行や新雑誌発行等の 予定の 説明を
すること、同社の 関連雑誌を引き続き愛読し
てほしい旨要望することも営業上当然の こと
であるか ら、これら五つ の 内容をありふ れた
表現で記述しているに すぎないもの は、創作
性を欠くもの として著作物であると認め ること
はできない。



著作物性の 否定されたもの
（ありふ れたもの ）

【著作物性が 否定された実例・１】

• （雑誌名）は今号で休刊といたします。ご協力
いただきました○○学会はじめ 執筆者の
方々、ご愛読いただきました読者の 皆様に 厚
く御礼申し上げます。



【著作物性が 否定された実例・２】

「（雑誌名）休刊の お知らせ」
• 小誌は、昭和○○年に 野菜と健康の 情報誌「（雑誌名）」とし

て創刊し、そ の 理念に 多くの か たが たより深いご賛意と共感
をたまわり、厚いご支援の 中で現在に 至りました。

• しか しなが ら、この たび突然ではございますが 、諸般の 事情
に より本号（四月号）をもちまして休刊の 止む なきに 至りまし
た。

• 創刊以来五年の 永きに わたりご愛読いただきました読者の
皆様、またお力添えをいただきました諸先生に 、ここに あらた
め まして心より御礼申し上げますとともに 、不本意なが ら休
刊の 運びとなりましたことを、深くお詫びいたします。

• いずれ、再スタートの 機をか たく心に 誓う所存でございます
の で、なに とぞ 事情をご賢察の うえ、ご理解たまわりますよう
伏してお願い申し上げます。



短い表現

• 読売新聞記事見出し事件（知財高判平成17
年10月6日未登載）

• 本件は 、X（原告）が 運営するインターネッ トの

ウ ェブサ イトに 掲載されたニ ュ ー ス記事の 見
出し（「YOL見出し」）の 著作物性が 争われた

事案である。



• 「創作的に 表現したもの 」というため に は、筆
者の 何らか の 個性が 発揮されていれば足り
るの であっ て、厳密な意味で、独創性が 発揮
されたもの であることまでは必要ない。他方、
言語か ら構成される作品に おいて、ごく短い
もの であっ たり、表現形式に 制約が あるため 、
他の 表現が 想定できない場合や 、表現が 平
凡か つ ありふ れたもの である場合に は、筆者
の 個性が 現れていないもの として、創作的な
表現であると解することはできない。



• YOL見出しは、YOL記事中の 言葉をそ の ま

ま用いたり、これを短縮した表現や ごく短い修
飾語を付加したもの に すぎないことが 認め ら
れ、これらの 事実に 照らすならば 、YOL見出
しは、YOL記事で記載された事実を抜きだし

て記述したもの と解すべ きであり、著作権法１
０条２項所定の 「事実の 伝達に すぎない雑報
及び時事の 報道」（著作権法１０条２項）に 該
当するもの と認め られる。



【著作物性が 否定された見出しの 例】

• いじめ 苦？都内の マンションで中３男子が 飛
び降り自殺

• 「喫煙死」１時間に ５６０人

• マナー知らず大学教授、マナー 本海賊版作り
販売

• ホーム レスが アベッ クと口論？銃撃で重傷

• 男女３人でトンネル に 「弱そ うな」男性拉致

• スポーツ飲料、トラッ クごと盗む ･･被害１億円
７人逮捕

• Ｅ・Ｆさん、赤倉温泉でアツアツの 足湯体験



「著作権」の 構造

著作権著作権

著作者の 権利

（著作権）

著作者の 権利

（著作権）

著作隣接権
実演家

レコード製作者 の 権利

放送事業者

著作隣接権
実演家

レコード製作者 の 権利

放送事業者

著作者人格権著作者人格権

著作権（財産権）著作権（財産権）



日本著作権法の 権利

• 著作権（財産権）

– 複製権（サ ーバー、HD、キャッシュ 。自分で書き直した

場合も含まれる）

– 公衆送信（１対多、送信可能か を含む ）

– 翻案（改変、リ ミッ クス、自分）

– 二次的著作物の 利用に 関する原著作者の 権利

– 頒布権（映画）

– 譲渡権（映画以外）、貸与権

– そ の 他、上映権、上演権、演奏権、口述権、展示権

• 著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）



例えば、CD音源に 含まれる権利は

• 作詞家の 権利

• 作曲家の 権利

• 実演家（アーティスト）の 権利

• レコード会社の 権利

• 放送されると、放送局の 権利



例えば、映画に 含まれる著作物は

• 原作（漫画・小説）

• 脚本

• 映像（監督・衣装・CG）

→映画製作者（スポンサ ー）に 一元帰属可能（

• 音楽

– 既存曲の 場合に は別途保護

– オ リ ジナル 曲の 場合に は映画の 著作物に 吸収さ
れる場合も



例外規定

• 個別の 例外規定を要件ごとに 規定されている

• 有名なもの としては
– 私的複製（30条）

– 引用（32条）

– 教室での 利用（３５条）

– 非営利での 上演等（３８条）



原則禁止の 中で小さな例外の 窓



３０条 私的複製

• 著作権の 目的となっ ている著作物（以下この
款に おいて単に 「著作物」という。）は、個人的
に 又は 家庭内そ の 他これに 準ずる限られた
範囲内に おいて使用する こと（以下「私的使

用」という。）を目的とするときは、次に 掲げる
場合を除き、そ の 使用する者が 複製すること
が できる。
– 自分の パ ソコンに CDをコピーはOK
– 友達に CD-ROMを焼いてあげたら？？？

– パ ソコンの ハードディスクの 代わりに、レンタル
サ ーバに おいたら？？？



ただし、以下の 場合はだめ

• 公衆の 用に 供されている複製機器を用いて
行う場合（ダ ビ ング ・サ ービ ス等）

• DRMを回避して行う場合

• 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行
われる自動公衆送信であつ て、国内で行わ
れたとしたならば 著作権の 侵害となるべ きも
の を含む 。）を受信して行うデ ジタル 方式の

録音又は 録画を、そ の 事実を知りなが ら行う
場合



引用（３２条）

• 公表された著作物は、引用して利用すること
が できる。この 場合に おいて、そ の 引用は 、
公正な慣行に 合致するもの であり、か つ 、報
道、批評、研究そ の 他の 引 用の 目的上正当

な範囲内で行なわれるもの でなければならな
い。



しか し、実際に は…
• (1) 引用する著作物が 「公表」されていること

• (2) 引用が 公正な慣行に 合致すること

• ①引用する必要性が 認め られること（ただし、必要
性が 引用の 要件となるべ きか に つ いては、判例・学
説は分か れています。）

• ②出所明示を履行していること

• ③引用する著作物の 同一性保持権を遵守している
こと（すなわち、著作者の 「意に 反する改変」を行っ
ていないこと）

• ④そ の 他、当該著作物が 属する業界・学術分野に
おける引用の 慣行に従っ ていること

•



• (3) 引用が そ の 目的上正当な範囲内で行わ

れたこと

• ①明瞭区別性：引用著作物と被引用著作物
とが 明瞭に 区別できること

• ②主従関係 ：引用著作物が 主、被引用著作
物が 従の 関係に あること

• したが っ て、ネッ トでよく見る「引用」は、この
要件を満たさないもの が 多数



例外規定の 問題点

• 新しい利用に 伴ない、常に アッ プデ ートが 必
要に なっ ていること

• 立法に 時間が か か る

• 一定の 限られた声しか 反映されない

• 限定的な条件の 例外規定が 増加して、パ ッ チ
ワ ーク状態に なっ てきている。しか も、難解で
素人に は読め ない。



平成21年改正著作権法の 例外規

定• （送信可能化された情報の 送信元識別符号の 検索等の た め の 複製等）
第四十七条の 六 公衆か らの 求め に 応じ、送信可能化された情報に 係る
送信元識別符号（自動公衆送信の 送信元を識別するた め の 文字、番号、記
号そ の 他の 符 号をいう。以下この 条に おいて同じ。）を検索し、及びそ の 結
果を提供すること を業として行う者（当該事業の 一部を行う者を含み、送信
可能化された 情報の 収 集、整理及び提供を政令で定め る基準に 従つ て行
う者に 限る。）は、当該検索及びそ の 結果の 提供を行うため に 必要と 認め ら
れる限度において、送信可能化された著作物（当該著作物に 係る自動公衆
送信に つ いて受信者を識別するため の 情報の 入力を求め ることそ の 他の 受
信を制限するため の 手段が 講じられている場合にあつては、当該自動公衆
送信の 受信に つ いて当該手段を講じた 者の 承諾を得たもの に 限る。）に つ
いて、記録媒体へ の 記録又は翻案（これに より創作した 二次的 著作物の 記
録を含む 。）を行い、及び公衆か らの 求め に 応じ、当該求め に 関する送信可
能化された情報に 係る送信元識別符号の 提供と併せて、当該記録媒体に
記 録された当該著作物の 複製物（当該著作物に 係る当該二次的著作物の
複製物を含む 。以下この 条に おいて「検索結果提供用記録」という。）の うち
当該送信元識 別符号に 係るもの を用いて自動公衆送信（送信可能化を含
む 。）を行うことが できる。ただし、当該検索結果提供用記録に 係る著作物に
係る送信可能化が 著作権 を侵害するもの であること（国外で行われた 送信
可能化にあつては 、国内で行われたとしたならば著作権の 侵害となるべ きも
の であること）を知つたときは 、そ の 後は、当該検索結果提供用記録を用い
た自動公衆送信（送信可能化を含む 。）を行つ てはならない。



問題点

• 単語が 難解で読め ない
– 送信元識別符号？ →URLの こと

• 「例外の 例外」が いっ ぱいある


